
・住宅団地の面積が1,000㎡以上

・5区画以上

・1区画当たりの面積
                 原則200㎡～300㎡

配水管

佐賀東部水道企業団において施工

造成事業者が分担金を水道企業団へ納入

補助対象　イメージ図

　　　　　既存道路　　　　　　　　　　　　　　既存配水管

条　件

分担金×1/2以内

上限額 3,000,000円

※給水管（配水管から宅地内に

引き込む水道管）については、

補助対象外になります。


